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第５回 国立市まちづくり審議会会議録 

 

日  時 

場  所 

議  題 

 

 

 

 

 

出席委員 

（敬称略） 

 

事 務 局     

 

傍 聴 者     

 

平成３０年２月９日（金）午後６時３０分～８時０５分 

市役所３階 第３、４会議室 

 １.議題 

   （１）建築物の高さの一般基準が適用されない建築物の判断について 

 ２.報告事項 

   （１）国立市都市景観形成基本計画の改定について 

 ３.その他 

 

福井会長、大塚副会長、大木委員、観音委員、西村委員、室内委員、桂委員、 

田中委員、齋藤委員、北島委員、喜連委員、山川委員 

 

江村都市整備部参事、佐伯都市計画課長、安波指導係長、高橋主任、 

土田主事 

 

０名 
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第５回 国立市まちづくり審議会 

 

福井会長 ： 本日はご多忙のところ、ご出席賜りましてありがとうございます。ただいまから、第５回

国立市まちづくり審議会を開催いたします。 

 開会に先立ちまして、委員の変更がございまして、今回初めて出席される委員がいら

っしゃいますので、事務局よりご紹介をお願いいたします。 

事務局  ： それでは、委員の改選がありましたので、ご紹介させていただきます。 

 農業委員会からの推薦委員となります。田中委員でございます。 

田中委員 ： 田中でございます。よろしくお願いいたします。 

福井会長 ： どうもありがとうございました。議事に入る前に市側を代表いたしまして、都市整備

部参事よりご挨拶をお願いします。 

都市整備部参事： 皆様、こんばんは。 

 本日はご多忙のところ、第５回国立市まちづくり審議会に出席いただきまして、誠に

ありがとうございます。また、日ごろより国立市政にご指導、ご協力を賜りまして感謝

申し上げます。 

 さて、本日の審議会でございますけれども、昨年７月の審議会以降、審議会で審議し

ていただくような大規模な開発事業がありませんでしたので、約半年ぶりの開催という

ことになります。議題といたしましては、「建築物の高さの一般基準が適用されない建

築物の判断について」で、こちらは前回の審議会で意見を伺いまして、再度事務局で修

正しておりますので、内容についてご確認をしていただければと考えております。 

 また、報告事項といたしまして、「国立市都市景観形成基本計画の改訂について」、こ

ちらも前回ご報告させていただきましたが、市役所内部で検討を重ねまして、基本的な

方針を定めましたので、こちらについても審議会の意見を賜りたいということで考えて

おります。 

 以上、簡単ではございますが、ご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願い

いたします。 

福井会長 ： ありがとうございました。 

 ただいま、ご紹介いただきましたけれども、議題といたしましては「建築物の高さの

一般基準が適用されない建築物の判断について」という事と、報告事項として、「国立

市都市景観形成基本計画の改訂について」の２件を予定しております。 

 委員の出席でございますけれども、皆様全員ご出席ということでございますので、条

例第６条第５項の規定に基づいた定足数に達しておりますので、これより議事日程に従

って会議を進めさせていただきます。 

 まず、事務局から本日の配付資料の確認をお願いいたします。 

事務局  ： 配付資料の確認をさせていただきます。まず、事前に送付させていただいた資料にな

りますが、開催通知がＡ４のものになっておりまして、同じくＡ４で議事日程がござい

ます。資料１、Ａ４横見開きになりますが「国立市都市計画決定基本計画改訂の基本方

針案」、これは両面刷りの４ページの資料になります。それと第４回国立市まちづくり

審議会会議録、資料が片面刷りで２０ページになります。それと当日配付させていただ
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いております資料としまして、「建築物の高さの一般基準が適用されない建築物の判断

について」の資料と、あと「第４回まちづくり審議会における『建築物の高さの一般基

準が適用されない建築物の判断について』に関するご意見」という資料が、こちらが両

面刷りでございます。それと当日資料３になりますが、平成２９年度開発事業手続台帳、

こちらがＡ３横両面刷り４ページになります。それと国立市まちづくり審議会委員の名

簿が１枚という形になります。 

 資料につきましては、以上でございます。配布資料に不足がございましたら、ご用意

させていただきます。 

福井会長 ： ありがとうございました。資料の不足ございませんでしょうか。 

 それでは、議事に入る前に、本日の審議会の公開について確認させていただきます。 

 個別具体の議論を行う際には部分的に非公開とすることが想定されますが、今回は非

公開とする個人情報は含まれておりませんので、公開する形で進めさせていただくこと

でご異議ありませんでしょうか。 

 ありがとうございます。それでは、本日の審議会を公開させていただきます。 

 それでは、議事に入ります。まず初めに議題（１）「建築物の高さの一般基準が適用

されない建築物の判断について」ということで、事務局からご説明をお願いいたします。 

事務局  ： それでは、議題（１）について補足説明させていただきます。 

 当日資料の１と２をお手元にご用意ください。 

 本議題の資料としましては、事前に送付できませんで申し訳ありませんでした。当日

見ていただくということで申し訳なく感じておりますが、よろしくご審議いただきたい

と思います。 

 まず前回同様の内容で審議していただいた際に、いただいたご意見について、当日資

料２にまとめさせていただいていますので、当日資料２からご覧ください。 

 前回いただいたご意見としましては、表紙の見出しで３項目に分けて整理させていた

だいております。まず、［構成について］というところになりますが、それぞれの適用

建築物によって異なる書き方をしていたため、統一された考え方のイメージができない

といったご意見です。また、デメリット、メリットといったものを明確にした中で判断

していく方が良いのではないかなどと、そういった意見を［構成について］いただいて

おります。 

 また、２ページ目をご覧ください。２つ目の項目としまして、前回お示しした資料に

は数値基準といったものも含めておりましたが、［数値基準について］はなかなか数値

の基準を示してしまうと、その基準を満たしていれば高さとして認められるといったよ

うな業者が解釈してしまう可能性があるので、なるべく数値による基準というのは伏せ

た方が良いのではないかといったご意見をいただいております。 

 また、３つ目の項目としまして、［項目の内容について］になりますが、こちらも数

値基準に近いものにはなりますが、壁面の後退であったりそういったものについては、

一律的に決めるのではなくて地域や用途地域とかあと場所等によって、あと商店とかそ

ういったやるものによって異なってくるので、一律の基準というのはあったほうが良い

のではないかといったところ。また、遠景、近景によっても壁面の後退等については異
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なった考え方もできるので、そういった部分も踏まえた形で再検討してもらいたいとい

ったご意見がありました。 

 これらのご意見を踏まえまして、当日資料１でお配りしている内容を事務局案とさせ

ていただきました。当日資料１の１ページ目をご覧ください。上段につきましては前回

から内容を変えておりませんが、前回もご意見いただいたのですが、非常にこれはわか

りづらい形で記載させていただいておりまして、再度その点についてのこの表の意味合

いについて説明させていただきたいと思います。 

 まちづくり条例において、建築物の高さについては一般基準というものを定めており

ます。ただし、一般基準が適用されない建築物といったものも定めておりまして、それ

が１つ目のポチになりますが、１から５のものになります。１つ目としましては、一般

基準から６メートルプラスで上限となる特例基準の適用です。こちらについては市長が

良好な地域環境の創出に特に寄与すると認める建築物については、審議会でご意見をい

ただいた上で特例基準の適用となるという形にしています。２つ目としましては、地区

計画等により建築物の高さの最高限度が法定で定められている建築物で、こちらについ

ても一般基準と区別して定められております。また、３つ目としましては、既存の建築

物が既に一般基準の数値を超えている場合、こちらについても建替え時は審議会のご意

見を聴かせていただいた上で、一般基準が適用されないという形になります。あと４つ

目としましては、公益上やむを得ないと認める建築物、こちらについても審議会のご意

見を聴かせていただいた上で、一般基準が適用されないという形になります。また、一

般基準については容積率４００％以上の地域については定めておりませんので、これに

ついても一定の高さを超えるものは、審議会のご意見を聴くこととしております。 

 それらをまとめたのが中段の表になります。これは非常にわかりづらい表で申しわけ

ありませんが、先ほど説明させていただいたとおり、一般基準が定められている地域が

あり、左側の範囲にございまして、右側のなしのほうが一般基準として条例で定めてい

ない地域になります。 

 左のあるほうにつきましては、先ほど言った部分です。一般基準を上限としない建築

物以外、それらについては審議会のご意見を聴いた上で適用を判断していくという形に

なります。右側のなしのほうにつきましては、左の２つの項目、第一種低層住居専用地

域と地区計画です。こちらについては法定の規定なので審議会のご意見を伺わないで適

用不可になります。しかし、容積率が４００％以上の地域につきましては、審議会のご

意見を聴かせていただくという形で定義させていただいております。 

 それらを受けまして、１ページ目の下になります。下にアンダーラインを引いている

箇所が前回から変更している箇所になります。審議会で判断するに当たりまして、事前

に確認を要する事項について、評価項目として挙げることによって事業者がその評価項

目の内容に沿って配慮することができますし、また、審議会においてもその内容を見て

いただきながら、適用の判断が行えるということが考えられるため、２ページ以降のチ

ェックリストという形で整理させていただいております。 

 ２ページ目が前回のご意見を受けまして、各建築物の共通する事項があったほうがよ

いのではないかといったところで、項目を挙げております。項目の見方としましては、
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高さ、規模であったり配置等であったり意匠・形態・色彩、そういった分類をさせてい

ただいております。また、項目としましても前回の記載よりも細かい基準といったもの

は避けさせていただいております。また、この項目に沿って右側に事業者記載欄とあり

ますが、どのような形でその開発事業がこの項目に配慮したかといったものを記載して

いただこうと考えております。 

 また、３ページ目以降になりますが、それぞれ共通の区分ということで表の１ページ

目とリンクしづらいとは思いますが、左側に適用区分ということで、上の６項目でいう

と特例基準に適用する場合、下の区分は既存建築物の建て替えのときです。これらが共

通事項プラスこういった項目でどのような配慮がなされているか、そういったところを

審議会でご議論していただければと考えております。 

 また、前回のご意見の中でメリット、デメリットといったところである程度わかるよ

うにしておいたほうが良いのではないかといったご意見をいただきましたが、その点に

つきましては、例えば特例基準のところでいいますと、一番下のところになります。地

域貢献です。これらについては事前にこれこれこうするといったところで項目として挙

げてしまいますと、地域特性等がありますので、必ずしもそれがいい方向に働くわけで

はないといったところもありますので、地域における課題の解決といった形で、事業者

に事前に地域の課題を把握させ、それらをどのような形でこの開発事業が解決すること

ができるかといったところにポイントを置いて、事業者に示させようという形で定義さ

せていただいております。 

 ４ページ、５ページにつきましても同じような内容で、それぞれの適用区分によって

確認していただく事項として項目立てしております。 

 補足説明としては以上になります。 

福井会長 ： 説明ありがとうございました。前回のご審議の内容でしたけれども、その内容を踏ま

えまして事務局に修正案を示していただきました。ご説明にありましたことを私なりに

解釈をしていくと、１ページ目ですけれども、表がありまして、表の上に（１）から（５）

までの一般基準が適用されない建築物の項目があるので、その項目ごとにこの審議会で

聴くときの項目ですね。審議の内容についてどういうことを聴くのか、議論するのかと

いうことの提案だったと理解しております。 

 説明にありましたように、あらかじめ項目を挙げておく、つまりこの審議会ではこう

いうことを重視しますよということをメッセージを出しておいて、事業者の方にあらか

じめ配慮や工夫を行っていただく。それをこの審議会で十分かどうかということの議論

をするという資料にしていくということでございます。本日出していただきましたけれ

ども、この形で多少修正をして運用した場合には、この審議会の審議経過を踏まえて随

時更新していくことは想定されると伺っております。 

 色々とご意見があるとは思いますが、ご質問、ご意見いただければと思いますが、い

かがでしょうか。 

山川委員 ： チェックシートには要は論点を整理して、双方歩み寄ってやっていくという事だと思

うんですね。それで１点だけ、地域貢献というところがありましたね。ここで地域にお

ける課題を解決するために、事業区域が存する地域の課題を把握し、その事業主がちゃ
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んと把握しろという言い方にとれるので、個別に決めて、課題がはっきりわかるじゃな

いですか。市がしっかり提示してそれに対して具体的にそれを事業者に向けるという形

にしたほうが、そういうほうがその課題を共有して共同で取り組むという意味が強くな

って、そっちのほうがいいかなと思います。 

福井会長 ： ありがとうございます。市側の対応でございますか。 

事務局  ： チェックシートをそのまま事業者に任すわけではありませんので、案件ごと手続きの

説明をする際に地域ごとの課題について、市からこういったものについて何かしら開発

事業の中で解決できないかといったような働きかけはしていけるかと思います。 

福井会長 ： ありがとうございます。ほかにご意見、ご質問いかがでしょうか。 

喜連委員 ： 一般基準がない容積率が４００％以上の地域で、高さ３１メートルを超える建築物、

それから、大学通りの重点地区候補地で高さ２０メートルを超える建築物は審議会への

意見聴取が必要となっていますが、逆にいうとそれ以下であれば審議会への意見聴取の

対象外となるわけですね。逆に４００％以上の地域というのは、高さもさることながら、

割合大型の建物やあるいは景観に影響を及ぼすところは非常に多くというか、むしろ他

の地域の建物よりも多いんじゃないかと思います。したがって、それを対象外にすると

いうのは、私としてはいかがなものかと思います。 

福井会長 ： ありがとうございます。私のほうから先に。この議論がなかなか難しいのは高さの話

だけをしているところで、その点は喜連委員のおっしゃるとおりです。多分この後に都

市景観形成基本計画の改定の話がございまして、その中ではそういった観点も将来的に

やるというところになると私は理解しているんですけれども、そういう感じで間違いな

いですか。 

事務局  ： 今、会長に説明していただいたとおり、今回項目を挙げておりますが、やはり景観的

要素が強い部分が多くなってはきています。これらについてどのような配慮が図れるか

といったところが、なかなか現状の都市景観形成基本計画ではここまで踏み込んだ考え

方、市としての考え方が示されておりませんので、来年度以降本格的に都市景観形成基

本計画の改定作業を進めていきますので、その経過等も踏まえまして、これらの項目に

照らして、その開発事業が一般基準に適用しないものとして妥当なものかというところ

を判断していただければと考えております。 

福井会長 ： 高さだけ特別に議論しようというところが非常に違和感を感じられるのはよくわかり

ますので、この仕組みについて少し長い目で見て、手前を直していきたいと。おっしゃ

ることはまさにそのとおりだろうと思います。 

喜連委員 ： 今後まだ時間をかけてということですか。 

事務局  ： 項目と照らして判断していただく際に、改定作業で見えてくるものが出てくると思い

ますので、そういったものも反映させていただければと思います。そういった意味でも

項目だけの記載に変えています。細かい基準にしてしまうとここだけ満たしておけばよ

いという捉え方をされてしまいそうですので、項目として見た中でそれが地域として景

観の面等も含めて、どのようなところかといったところを審議会でご審議いただけたら

と思います。 

福井会長 ： 関連ですが、今おっしゃった意見は２０メートルを超える建築物よりもそれにひっか
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からないものについてもやるべきというご意見ですね。ですから、このチェックリスト

に入ってもらうかどうかという話じゃないですね。そこだけ確認ですが、将来的に大学

通りが景観重点地区になるので、また、別の仕組みで地区別の審査なりをするときには、

そこはこれらと違うもっと厳しいほかの項目も含めてやらなくてはならないかと思い

ます。 

事務局  ： ４００％以上の容積率のところで大学通りの沿道につきましては、一橋大学から北側

の沿道２０メートルにつきましては、２０メートルを超えた際にはもうまちづくり審議

会でご審議していただく形になります。 

喜連委員 ： それは当然ですね。それ以下の高さの建築物についても、いろいろ景観についてもっ

と審議するということで、それを審議の対象にしてもらいたい。 

事務局  ： そうですね、そこは場所にもよるとは思いますが、例えば大規模開発事業であればま

ちづくり審議会で審議していただく事になります。 

喜連委員 ： いや、私が申し上げたかったのは、大規模開発事業かどうかはまた別にしても、非常

に市民に与える影響が多いので、逆にいえば２０メートル以下であれば何でもやってい

いのかということになりかねないので、そこら辺ももう一度審査の審議の対象にできる

ようにしてほしいと。 

事務局  ： 大規模開発事業の中に高さ２０メートル以上や延べ面積１,０００平方メートル以上の

集客施設、あとは８０戸以上の集合住宅ですとか３,０００平方メートル以上の開発事

業、こういったものはもともと条例の中に大規模開発事業ということで定義されており

ますので、それは今ご議論いただいている特例基準に該当しないものであっても、これ

らの規模のものは、当然審議会の方でご意見いただくようになりますので、その辺のと

ころは本日の議題とはちょっと切り離して別のものということで、審議会には今後もご

意見をいただいていくということになってございます。 

福井会長 ： 今日突然この議題なので、これだけが景観のコントロールを受けるのかという印象に

なってしまうと思いますが、そうではないですね。今回は高さの話で、本来ではこの前

段に１枚つけていただいて、まちづくり条例がどのように景観のところ、全体の中で、

高さの一般基準がどうあるべきかということを説明しただけの資料だということを整

理してもらえれば、よりわかりやすいものになってくるように思います。 

 ほかにご意見はありますか。 

倉本委員 ： 緑化についてですけれども、２カ所に書かれているどちらも連続性が強調されていま

すけれども、緑の基本計画をつくるときにはエコロジカルネットワークの観点に重点を

置いて連続性について考える。一般的に都市の生態系を考えるときにはエコロジカルネ

ットワークを今重視すると思うんですけれども、ここで書かれている連続性という中身

をもう少し説明していただけますか。 

事務局  ： ここについては以前も説明させていただきましたが、なかなか連続性といったものが

どういったものがポイントなのか、例えば場所によって変わってくると思いますので、

事前にこういった項目で明記しないほうがよいのかなというところで、あえて大枠の中

で連続性という記載をさせていただいております。その計画した内容が連続性というも

のを満たしているかどうかというところについては、審議会の中でご審議していただい
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て、内容を見ていただければと考えています。そのため、一概にこの連続性はこうです

よまではあえて書かないようにしています。 

倉本委員 ： それでも何を優先するかということはあるんじゃないかと思うんですけれども、書く

のは書けないというのはわかりましたけど、これから運用していく上で都市の中で生き

物と共存するというようなことにウエートを置くのか、見た目がきれいだということに

ウエートを置くのかということに二者択一ではないですけど、仮にそういう軸だとした

らどっちもということですか。 

事務局  ： そうです。これも先ほどの話でもありましたが、今後、景観形成基本計画の改定作業

を進めていきますが、緑についても当然考え方を現状に即した形で定義しなければいけ

ないと思います。その中で委員がおっしゃったようなどちらかを優先するか、景観だか

ら見た目だけで判断するのか、いやいや、見た目だけじゃなくてそういったエコロジカ

ルネットワークのようなものを配慮した中で事業者に計画してもらう。そういったとこ

ろは今後検討させていただきたいと考えています。 

倉本委員 ： わかりました。 

福井会長 ： ほかにいかがでしょうか。 

観音委員 ： ３番目に敷地内と書いてあるんですが、敷地内の自然的景観や歴史的な景観資源みた

いなものは一橋大学ぐらいしか適用が書けないんじゃないかと。こういう敷地がありま

すかね。一橋大学はあるいはそうかもしれないですね。だから、これなしで周辺の自然

的景観で十分だろうと思います。 

事務局  ： こちらについてはごもっともだと思いますが、現状で都市景観形成基本計画の中で、

景観資源として幾つか民有地内も位置づけさせていただいています。それが今おっしゃ

った一橋大学であったり、ＵＲの団地内、ハケの部分であったり桐朋学園のところを挙

げさせていただいていますので、そういったものをイメージして敷地内としています。

民間開発ではほとんどないとは思います。 

福井会長 ： ありがとうございます。西村委員、どうぞ。 

西村委員 ： 既存建築物の建替えで高さ規模のところなんですけれども、見付面積の合計が、既存

建築物の一般基準を超える部分の見付面積の合計を超えないという基準になっている

んですけど、高さの圧迫感のこともその高さが言っているのであれば、天空率なり何な

りを適用するほうがよいのではないかと思いますけど、原理的にいうと見付面積が同じ

でもともと細長い建物だって、それと同じ面積の平たい建物をつくっちゃうと圧迫感が

増えることになるので、だから、一般的に建築基準法の緩和規定で使っている天空率を

適用してというほうが全体の流れに合っている気がしますけれども、いかがでしょうか。 

事務局  ： それについてはそういった見方もあると思いますので、例えば事業者側からの提案で

見付面積という項目を出しますけれども、配慮するという考えの中で天空率を利用した

ほうが圧迫感の軽減になるといったような提案がなされれば、審議会の中で見ていただ

いて、これは必ずしも満たされなければいけないというわけではないので、その項目で

確認させていただくというところで考えています。 

西村委員 ： そうすると、この表に対して運用基準みたいなものを今後定めていくのですか。 

事務局  ： そうですね、例えば私のイメージしているのは、私がつくっていても非常にわかりづ
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らいものになっていますので、例えば１つ案件があって、これのような形で記載した中

で提案させていただいて、ご審議していただく中で、これはおかしいのではないかとい

ったところも出てくると思いますので、ここら辺は運用していく中で、会長もおっしゃ

っていただきましたが、追加もありますけれども、削除もあると。そこら辺は整合させ

ていきたいと考えています。 

西村委員 ： それであれば問題ないと思います。 

福井会長 ： おそらく今のところは数値はないので基準っぽくなってしまっているので、目的が何

か、圧迫感の軽減ということがここに書かれているべきだということですかね。 

西村委員 ： そうですね、見付面積の合計と言ってしまうと、そこに書いてあるじゃないかと言わ

れちゃったら何も言えなくなってしまうと思います。 

福井会長 ： そういった形で目的のほうをきちんと各項目明記していただくと十分じゃないかなと

思います。 

事務局  ： 既存建築物のところは基準っぽくなってしまっていますので、記載方法を検討してい

きたいと思います。 

桂委員 ： 表記の仕方ですけど、適用区分で公益上やむを得ない建築物という適用区分に関して、

事業者側が記載するというのはどうも腑に落ちないですね。ですから、やむを得なくて

も公益だというのは行政なり市民が思う話であって、事業者側がやむを得ないという話

にはならないと思います。例えば、防災教育だってあるところにつくるのとないところ

につくるのは全く違う話であって、ここについては事業者提案にするのか、あとは行政

でワンクッション何か書くのかというところは考慮いただいたほうがよいかなと思い

ます。 

福井会長 ： それは表現上の話という。 

桂委員 ： 表現上の話かこの表記を変えていただいて事業者に書いていただくということもあるで

しょうし、あとはこの間の議論でもそうなんですけど、公益性というのはどこまでが入

るのかということ、もう少し行政側としても、それに対して情報を持っている中で出し

てもらったほうが、多分審議はしやすいと思うんですね、これに関してだけは。 

福井会長 ： 目的の部分は条例の文言をそのまま適用ということですけど、自分で書くのはちょっ

とおかしいというのは確かにそれはそうです。 

事務局  ： 整理として、前段で資料をつけるといったところと適用区分といったところの中でど

ういった表記にするかといったところは検討させていただきます。 

福井会長 ： ほかにいかがでしょうか。 

大木委員 ： こういうまとめ方については異論はありません。書き過ぎない形でよいのではないか

と思います。案件ごとに目指すべき姿を見つけていくというスタンスもよいかなと思っ

ています。 

 ただし、１から５までの中で、１は変更する必要があるのではないかと思っています。

特例の基準があるところで緩和をし、なおかつ市長が良好な地域環境に特に寄与するも

のと判断すると入っています。しかし、ここで書いていただいている基準を満たせば特

に寄与するのかと考えたときに、少し足らないのかなと思ってしまう印象です。冒頭の

説明でメリットとして地域貢献という欄をつくるというお話があったんですけれども、
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そういう意味ではもう少しわかりやすいというか、特定の課題を把握するというの

は１つ入ってはいるんですけれども、地域をよくするための指標を足すのもあるのかな

と思います。例えば都市計画マスタープランとか景観形成計画等で、位置づけられてい

るものを体現しようとしているとか、何かそういうような視点もあってよいのかなと思

いました。 

福井会長 ： ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。 

大塚委員 ： 多分今の委員の発言に関連するんですけど、これだけ書けばいいやと思われてしまう

のもあれだというところがあって、地域貢献すればいいんでしょうと。そういう意味で

は自由記載欄ぐらいをもう１つ設けてもよいのではないかという気がします。むしろそ

こに多分事業者側のスタンスも出てくる場合もあるのではないかと思います。 

福井会長 ： おっしゃるのは、例えば（１）の場合は、良好な地域環境の創出をするために、事業

者としてどのように考えているのかというのを自由記載欄に書いてもらうということ

ですか。 

大塚委員 ： そうです。 

福井会長 ： ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。 

 私のほうからも確認があるのですが、この１ページ目の表なんですけど、審議会の意

見聴取に丸がついているのですが、この丸は全て意味が同じかどうか確認したいのです

が、つまりこの丸はこの基準を適用してよいかという適用の可否を問うので議論するも

のか、前回の意見でもありましたけれども、この高さで本当によいのかということも含

めた形になるのですが、この評価水準。それに差はないのでしょうか。 

事務局  ： この丸の意味合いとしましては、挙げられている項目を一般基準を適用しない場合は

必ず審議会でご議論していただくというところの整理になります。その中でどのぐらい

の高さが望ましいのかといったところは、ご議論の中で出てくることなのかと考えてお

ります。 

福井会長 ： やっぱり全部そうなんですか。これに当てはまるのかどうかということと、当てはま

った際の特例基準プラス６メートルということでしたけれども、６メートルをとってよ

いのか、３メートルで我慢しろというのか、そういうところも含めて議論するというこ

とですか。 

事務局  ： そうです。 

福井会長 ： 審議しようと。一般基準も容積４００％以上もそうですね。 

事務局  ： そうです。 

福井会長 ： 両方この場で議論しなきゃいけないということはちょっと確認させていただきました。 

観音委員 ： 丸、バツ入れているから指標のようになっている。アスタリスクか何かにしておいた

ほうがよいのではないですか。 

事務局  ： 一応、私としてはわかりやすいようにしたつもりがわかりにくくなってしまっていま

すので、整理させていただきます。 

福井会長 ： 条例自体も審議会の意見を聴くと書いてあるのですが、そこには２つの議論が詰めら

れているということだと思いますが、それから、意見としては先ほど観音委員がおっし

ゃっていたのですが、この項目を見たときに何を参照するかという指標といいますか、
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その話は多分必要で、他の自治体でもこういった会議をやりますと、なれている事業者

は上位計画をきちんと見てきていて、ここはこういう地域だからこういうふうにしまし

たときちんと書いてくれるのです。ですから、先ほどの話でいうと基本計画をきちんと

参照しろということは今回書いていって、これを運用するときにはそういうものがある

のできちんと参照してくださいという話で整理できるとよいと思います。 

事務局  ： そこについては条例でも記載がありまして、まちづくりに関する施策に適合している

ことといった前置きが、前提要件がありますので、そこを踏まえた形でこのチェックシ

ートのほうに記載しているといったところも添付資料等で具体的にと考えております。 

福井会長 ： 書いてはあるが、具体性がないというところがあって、これだけ国立市でやっていま

すということはリンクしていけるようしてもらえればと考えています。ほかにご質問、

ご意見ございますでしょうか。 

大木委員 ： １点だけ質問してよいですか。公益上やむを得ない建築物の分け方が先ほどのご意見

で変わるかもしれないと思うのですが景観形成ポテンシャルの高い施設というのはち

ょっとイメージが掴みづらいのですが、何か具体的なものを想定していらっしゃるので

すか。 

事務局  ： そうですね、現行の都市景観形成基本計画に記載がありまして、公共施設であったり

学校施設であったりといったものを名前を挙げております。なのでこれに該当するもの

については景観ポテンシャルの高い施設としてのデザインであったりとか緑化であっ

たりといったことで対応しているというような意味合いになります。 

福井会長 ： この表はどこかに書いてあるんですか、景観形成ポテンシャルの高い施設。 

事務局  ： はい。景観形成基本計画がありまして、今日お持ちしてないですが、３０ページにこ

ういったものが景観形成ポテンシャルの高い施設ですよという位置づけはしておりま

す。 

大木委員 ： 何をもってポテンシャルが高いかというのがちょっとわからないです。公的な施設だ

から高いのか、学校のようにある程度規模を持っているからなのか、ちょっとわからな

いです。 

事務局  ： そういう意味合いにはなります。それの趣旨で幾つかの施設で分けています。 

大木委員 ： だとすれば、別に公益上やむを得ないものだけでなくて、特例を適用する他の案件に

ついてもそれなりにポテンシャルは高いのではないかと思います。公益上やむを得ない

建築物だけにこれを書く必要はないような気がします。 

事務局  ： 言葉として景観形成に対して先導的な役割とかというポテンシャルという言葉もちょ

っとはわかりやすくなるというお申し出なので、その辺は表現のほうは工夫させていた

だければと思います。 

福井会長 ： 使うのであれば注釈つけていただいたほうがわかりやすいと思います。 

事務局  ： 非常にわかりにくいので、景観ポテンシャルが高い施設とはどういったものなのかを

わかりやすいように記載したいと思います。 

観音委員 ： 例を挙げると「アイストップとしての国立駅舎」。これはものすごく小さい建物ですけ

ど、景観ポテンシャルは高いんじゃないですかね。そういう理由ではよい表現、あなが

ちおかしくはないような気がします。 
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事務局  ： 今後改定作業を進めるに当たりましても、景観形成ポテンシャルの高い施設を挙げて

いるところもありますので、再精査して、本当にこれが挙げるべきものなのか、はたま

たほかにも挙げるべきものがあるのか、そういったところも検討していきたいと考えて

おります。 

福井会長 ： ほかにいかがでしょうか。先ほどの桂委員のご発言にも関連するのですが、もちろん

上位計画があって、国立はこういうまちづくりをするんだということをメッセージとし

て出しているのですけど、この書式だけ見てしまうと何かその辺をよく読んで考えてと

見えなくもないのですね。やっぱり強く誘導するという意思が必要ではないかと思うの

ですが、その辺は運用上何か工夫される予定はあるのでしょうか。 

事務局  ： そうですね、先ほどから何度か触れさせていただいておりますが、実際にチェックシ

ートが出てくるとどのように事業者に配慮してもらうかわかりづらい部分も出てくる

と思いますので、また、前回の審議会でも市がどういうふうに考えているかといったも

のが見えないと、前提として見えないとなかなか配慮し切れないんじゃないかといった

ご意見もありますので、冒頭で説明書きを加えた上でこちらの文言についても整理させ

ていただきます。 

福井会長 ： ありがとうございます。発言のない委員の皆さんはよろしいですか。お願いします。 

北島委員 ： 既存建築物の建替えによる建築物という欄がありまして、具体的なイメージとしては、

私は富士見台団地のことをイメージせざるを得ないのかなという感じなんですけれど

も、そうしますと例えば既存の建物の面積を公共用地を拠出する場合は、周辺道路はセ

ットバックみたいな形で広げる歩道を付帯してつけましょうというような場合、公益的

な部分を加味しましょう。それから、建替えの高さを既存の建物以下にすると、もしく

は既存の建物の基準を超える部分の見付面積の合計が既存建物の一般基準を超える部

分の見付、これはちょっとわかりにくいですけど、という条件づけなんですけれども、

具体的な事例が発生した場合、景観上問題がない、もしくはその周りに配慮している、

公益上問題がないという場合は、さらに上乗せして高さを認めるというようなことも考

えられるということなんでしょうか。 

事務局  ： 既存建築物の建替えというのは、あくまで例えば高さの一般基準として１６メートル

という地域で既に２０メートル建っているといった場合に、２０メートルの以下のもの

であれば建て替えができますという形になっていますので、その中で単純に２０メート

ル以下だったら何でも建てていいかといったら、そういうわけではないので、こういっ

たものを付加した中で、既存建築物相当であれば建替えがすることができますといった

形で整理しています。公益上やむを得ないものとしてはまた別なので、一般基準よりさ

らに高いものであっても公益上やむを得ないものであれば、その高さとしてはご意見を

聴いた中で認めていけると考えています。 

事務局  ： ＵＲですと今の４階建てなので１２メートルぐらいなので、１６メートルというのが

一般基準ですので、４階建てを建替えるんであればもう少し５階ぐらいでも大丈夫だと。

分譲だと。 

北島委員 ： ５階建て、戸数は５階ですね、高さはわかりませんが。 

事務局  ： であれば１６メートル、また、新しく一番東側に建てたところだと、７階で１６メー
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トルを超えていますので。 

北島委員 ： エレベーターも入るので。 

事務局  ： その建替えのときには今ある高さまでは、こちらに該当すれば１６メートルじゃなく

ても同等まででしたら審議会の意見を聴いて、緩和していくという基準ということでご

理解いただければと思っています。 

北島委員 ： もう１点、よろしいですか、すいません。もう１個イメージとして高さ制限のところ

で考えられるのは、南武線の高架の問題で例えば矢川駅が高架になった場合に、その上

に駅舎ができて、その上に鉄柱ができると。そういうものも含まれると考えていいので

しょうか。公益性はかなり高いとは思うんですけれども。 

事務局  ： 駅舎については建築物であれば、もちろん対象にはなってきますけれども、高架する

もの自体については対象とならないと考えています。 

北島委員 ： ありがとうございます。 

福井会長 ： いかがでしょうか。 

観音委員 ： 景観の中で自然景観は含まれないのか。高い建物が建つと、富士山が見えなくなって

しまう位置がいっぱいある。そういうのも景観に関係してくるのではないか。 

事務局  ： そうですね、こちらにつきましては２ページの共通事項等でぼやかしているのですけ

れども、周辺の主要な視点場から眺められる景観の保全というところを記載してまして、

例えば富士見通りから富士山を眺めることができますが、こちらについては現行の景観

基本計画においても眺望といった点で挙げておりますので、そういったものが損なわれ

ないような景観づくりが必要かなと。そういったところも確認する上でのポイントには

なってくると考えています。 

福井会長 ： よろしいですか。 

室内委員 ： 国立市が文教都市であるということで、前回の藤村さんのところの話を出してはいけ

ないんでしょうけれども、そのような学校が幾つもありますので、その辺のものを公益

性、つまり国立市の宝に当たるものと、例えば市役所とか公民館とかそういうような駅

舎とかというので、中身で幾つかに分かれるものがあると思うので、そういうところで

この項目上このままでよいと思いますけれども、内部というか検討するときにはやっぱ

り何かもう少し分類しておいて、整合性がとれるような配慮を事前にしておくというこ

とがあるとよいなと感じました。あと今の富士山が見えるような、こちらの基本方針の

ほうにも出てきますけれども、美しいとか景観のところで樹木とかハケのような地形の

こととか、そういうところも表には出ないかもしれないですけれども、やっぱりいつも

意識ができるような資料というか、整理ができるとよいと思います。 

福井会長 ： ありがとうございます。最初のご指摘大変重要で、公益性というときに出てきたとき

に改めて議論が始まるのは非常にしんどいところがありますので、このチェックシート

とは直接関係がないかもしれませんけれども、別途公益性について事務局として少し整

理をしておくことをお願いできればと思います。 

 すいません、私もさっきお恥ずかしい話でこんなこともあるんですかと聞いちゃいま

したけれども、この会議の中でも景観形成基本計画がどういったものかを参照できると

よいと思いますので、よろしくお願いします。 
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 よろしいでしょうか。田中委員、ご発言よろしいですか。 

田中委員 ： 内容は資料、今日いただいたばかりなので。次回に勉強をした上で発言させていただ

きます。 

福井会長 ： すいません。ではおおむねご意見いただきましたと思います。いろいろ改善のご意見

をいただきました。少しわかりやすくするということと、大塚委員から空欄、自由記述

欄のご指摘もございました。それから、西村委員からのご意見で、いきなり指標を書か

ないほうがいいということがありましたので、その辺も少し書き方をそろえていただく

ということを整理していただければなと思います。おおむね枠組みにつきましてはご賛

同いただけたと思いますが、よろしいでしょうか。 

 先ほど申し上げましたとおり随時更新ということでございますので、まずは始めてみ

て少しずつ直していくということでよろしいのではないかと思います。よろしくお願い

いたします。 

 これで議題（１）を終わりますが、よろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。では、次に、報告事項（１）の「国立市都市景観形成基本計

画の改定について」ということで、ご説明をお願いいたします。 

事務局  ： 事前に送付させていただきました資料１のほうをご用意ください。 

 前回の審議会におきまして、国立市都市景観形成基本計画の改定について今後ご審議

いただきたいといったことのご報告をさせていただきましたが、その後、参事からも話

がありましたが、庁内検討会を組織しまして、庁内検討会で議論等をしまして来年度以

降、市民の景観意識の把握等、あと実現方策等を検討していくに当たって、どのような

市としての考えを持った中で改定作業を進めていくかといったものを基本方針案とし

てまとめました。 

 １ページ目としましては、１番、改定の背景につきましては、前回審議会でも説明さ

せていただきましたが、平成８年に策定した本基本計画については、２０年が経過し、

骨格的な幹線道路の整備や区画整理の実施、中央線の高架化等景観を構成する要素が大

きく変化してきております。また、国におきましては景観法が施行されまして、東京都

においても東京都景観計画が策定され、国立市域については全域が対象範囲となってお

ります。 

 また、市においても国立市総合基本計画や都市マスといった景観に関連する上位計画

等が定められました。それらを踏まえまして、現状の良好な景観を保全していくために、

本基本計画を改定するといったところで記載させていただいております。 

 ２番としては、計画の位置づけとしまして、本基本計画がどのような位置づけにある

のかといったところを記載させていただいております。 

 ２ページ目をお開きください。３番、計画期間につきましては、現行基本計画につき

ましては計画期間を定めておりません。その理由としましては、やはり景観といったも

のはなかなか施策としての進捗等が見えづらいものになっておりますので定めており

ませんが、改定に当たりましてはどのような形で見直しをしていくのか、また今回こう

いう２０年以上も改定しないといったことがないように、ある程度の計画期間の目安を

記載させていただいております。 
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 内容としましては、本計画は国立市都市計画マスタープラン等の上位計画における景

観に関する事項の変更や都市景観形成重点地区の指定等により必要が生じた場合は、適

宜見直しを行いますとしています。また、先ほどなかなか施策がないといったようなご

説明をさせていただきましたが、幾つか実現に向けて施策を盛り込んでいこうと考えて

おり、その施策の進捗状況等をやはり把握する必要がありますので、５年をめどに点

検・評価を行うといった形で記載しております。 

 ４番としましては、ここが非常に大きな部分になりますが、どのような形で改定して

いくかといったところで、現状における課題及び対応というところを整理させていただ

いております。 

 ６つ項目に分け、見出しをつけさせていただいております。①としましては景観資源、

先ほどの議題１のときにも話が出ておりましたが、点的景観に着目した景観形成の推進

として、現状におきましては幾つかの景観資源といったもの、あと眺望といったところ

も視点場という形で挙げておりますが、なかなかそれらをどのような形で活かして、ど

うやって保全していくかといったところを明記しておりませんので、これらに着目した

中で方針を今回の改定において検討していきたいと考えております。 

 ②としましては、今度は面的・点的景観に着目した景観形成の推進という形で記載し

ております。現状におきましては、自然地区とか歴史的地区、住宅地区、商業業務地区

といった地区類型を分けているのみで、各種景観形成の方針を記載しておりますが、や

はり例えば都市計画マスタープランにおいては富士見台地域とか、南部地域とかそうい

った地域分けでまちづくりの方針を定めておりますが、そういった部分を反映した形で

景観形成の方針を示していく必要があるのではないかといったところで、②については

示させていただいております。 

 また、地域のみではなくて例えば幹線道路です。大学通りもですし、さくら通り、甲

州街道、そういったところの幹線道路や南部地域におきましては、農地等が面的に残っ

ている箇所でも保全していきたい箇所等もありますので、それらの骨格的要素といった

ものも踏まえながら、方針等を検討していければと考えております。 

 ③としましては、重点地区候補地の重点地区への指定といった形で記載しております。

重点地区候補地としましては、現状大学通りの沿道地区、商業・業務地区と青柳崖線地

区です。こちらの２地区については、候補地のまま重点地区指定に向けて進められてい

ない状況にあります。そのため、今後改定といったところがターニングポイントにもな

りますので、大学通りにつきましては関係権利者への働きかけを行っていく市の体制づ

くりというところを改定の中で検討していきたいと思っております。 

 また、２ページの一番下の行になります。青柳崖線地区につきましては、貴重な自然

緑地景観という形で保全していく必要がありますが、どのような形、ハケだけを保全し

ていくのか、それともハケの周りの住宅街といったものも含めた形で景観形成の方針を

打ち出していくのか、そういったところの位置づけを改定において検討していきたいと

考えております。 

 ④としましては統一感のある街並みの形成という形で、これは現状で大規模行為景観

形成基準というものがありまして、それらにおいて外観のデザインであったり屋外広告
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物はこのようにしてもらいたいといったところで、規定しておりまして、届出等でも確

認はしておりますが、なかなか細かい部分での規定ではありませんので、事業者に見え

づらい部分が多くあります。そのため、計画される内容が事業者の価値観に任される部

分が非常に多くなってしまっておりますので、結果として街並みの統一感が図られてい

ないといったところがあります。 

 また、老朽化等によって今後多くの大規模な建築物の建替えが想定されますが、特に

駅周辺等につきましては建築物の高層化等で景観的に大きな影響を周囲に及ぼす可能

性がある。そういったところもありますので、今回の検討に当たりましては事業者、市

民、また市もどのような景観を形成していくのかといったものを共通認識できるように、

より具体的なもの、大規模行為景観形成基準の内容を具体的にイメージできるもの、そ

れらについて景観形成の指針として検討できればと考えております。 

 ⑤です。公共施設の景観的役割としまして、先ほどもちらっと話が出ましたが、公共

施設としましては、景観形成のポテンシャルが高いという形になりますので、他の民間

の事業者によって先導的な役割、お手本となるようなものであるべきというところで、

現行の基本計画においても規定しておりますが、それが実際どのようなものかといった

ところがなかなか見えづらい部分があります。そのため今回の改定においては、公共施

設をどのように定義していくのか。デザインであったり色彩等であったり、そういった

ところの考え方を景観形成の指針として検討していきたいと考えております。 

 ６つ目としましては、市民の景観意識の啓発という形で、こちらも現行の基本計画に

おいて各種景観教育やシンポジウム・講演会等の啓発活動について触れておりますが、

実際のところあまり実現ができておりません。そのため、なかなか市民の皆さんの景観

意識の向上のために行政として取り組んでいけていないといったところがありますの

で、市民にも市と同様の考えを持っていただいて、自主的な景観まちづくりの取り組み

ができるようなものが築けるように、どのような形で市民の景観意識の啓発をしていく

のか、方策について検討したいと考えております。 

 ４ページ目になりますが、５番の改定の体制になります。 

 １つ目としましては、庁内検討会です。既に今年度実施しておりますが、その中で具

体的な事項等につきまして調査及び検討を行っていきますとしています。 

 （２）につきましては、本審議会への意見聴取という形で、本審議会についての説明

と、どのような段階で本審議会にご意見等を伺っていくのかといったところで記載させ

ていただいております。 

 （３）につきましては、市民の景観意識の把握という形で、どのようなものを実施し

ていくのかというところで、市民アンケートであったり市民ワークショップを実施した

中で、景観意識の把握をしていきたいといったところで記載しております。 

 ６番につきましては、改定スケジュールになっておりまして、今年度から改定作業に

取り組んでおりますが、３０年度から本格的に進めまして、３１年度の改定を目指して

検討を進めていきたいという形で記載させていただいております。 

 報告事項につきましては以上になります。 

福井会長 ： ありがとうございました。最後にご紹介がありましたけれども、今年度から既に庁内
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では検討が始められていて、来年度は市民の景観意識の把握、関連施策の検討で、再来

年の夏ぐらいですか。 

事務局  ： 再来年いっぱいはかかるかと考えています。 

福井会長 ： 平成３２年２月か３月、そのぐらいでしょうけれども、そのぐらいに改定される予定

だということでございます。これにつきまして委員の皆様からご質問、ご意見を伺いた

いと思いますが、いかがでしょうか。 

倉本委員 ： 国立らしさについて伺います。別のまちで何とか市らしさという調査をしているんで

すけれども、市全体のらしさも必要なんですけれども、部分部分のらしさというのがな

いとすごく観念的なものになってしまって、現実にあまり役に立たない。役に立たない

と思っているのは僕だけで、市役所は役に立つと思っているみたいなんですけど、そう

いうものがちゃんとある程度できていれば、統一感のある街並みの形成のような場面で

も役立つことがあると思うので、来年度から市民アンケート、市民ワークショップ等の

実施をなさるんでしたら、ぜひ国立全体のらしさだけじゃなくて、もうちょっと細かな

らしさを調べていただけたらと思います。 

福井会長 ： ありがとうございます。 

喜連委員 ： 私も賛成です。 

福井会長 ： そうですね。おっしゃるとおりです。国立の骨格というんですかね、成り立ちをわか

りやすく示していただけるとよいのではないかなという印象を受けます。他にあります

か。 

山川委員 ： ちょっと話が飛んで恐縮なんですけど、大学通りって割とすっきり見えるんですよ。

例えばヨーロッパなんかに行って何が違うだろうかというと、例えば私の理想は国立は

ヨーロッパの落ちついた街並みみたいなああいうまちができたらいいなと思うんです。

一番邪魔なのは電線なんです。国立の大学通りは電線がないというのがかなり大きいん

です。これ、気にしちゃうと本当に気になるんですよ。国立に電線がなくて今の街並み、

物すごい好きですね。東京都はようやく電線の地中化で少し予算をつくりましたよね。

もし国立が電線がない街並みをつくるのに、そういった先進的なまちを見たらすごくよ

いと思うんです。そういうことができたらよいなと思います。 

福井会長 ： ありがとうございました。そういう意味でいうと⑤番の公共施設と言っているのは、

公共建築のことを言っているのか、道路とかそういったものの土木の空間も含んでいる

のかどちらですか。 

事務局  ： 道路等を含めた形です。建築物のみではなくて道路等も含めた中で考え方を示せれば

と思っております。 

福井会長 ： そうすると今、山川委員がおっしゃったような判断も入れてご検討いただけるとよい

なと思います。 

事務局  ： そうですね、電線地中化につきましては現行の基本計画でも記載はしてはいるんです

けれども、なかなか難しい部分がその当時からありまして、進捗が図られていないと思

いますので、今回改定においてどのように考えていくのか、検討が必要だと思います。 

山川委員 ： 安くできるような方法も出てきたら、スピード感出してくると思います。 

事務局  ： そこは現在進めています国立駅の東側のガード下の都市計画道路の部分は、今ガード
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下の部分は地中化が終わりになって、新設部分の地中化をしていく予定です。あと駅周

辺でも今、今後ですけれども、歩道を広げて車道を狭めてコミュニティ道路的にすると

ころに関しても、電線の地中化を図っていく予定です。あと都道である富士見通り、旭

通り、これはずっと課題となっておりましたが、都道なので東京都の事業になりますけ

れども、ある程度歩道の広さがなければ地中化ができないので、その辺の歩道の拡幅と

かとあわせて今後実際には動いていけるだろうなということですけれども、十分課題と

しては認識しておりますので、引き続き取り組んでいければと思います。 

山川委員 ： ぜひ東京都にプッシュしてもらえればと思います。 

福井会長 ： これはやりたいと思っているという意思表示を計画的にしていただいて、事業化の機

会があったときに逃さないよう、市としてよろしくお願いします。 

 ほかにご意見がありますか。 

齋藤委員 ： ちょっと話がずれるかもしれないんですけど、この中には都市計画道路の内容も入っ

てくるということですかね。例えば優先整備路線とかというのも見直すとかというのは。

それは東京都の方ですか。 

事務局  ： 先ほど出ましたけれども、公共施設の計画的役割というところで公共施設の方も当然

景観に配慮したものと考えておりますので。 

福井会長  ： ただ優先順位の話で、都市計画事業の方で先に整備しろという話はあまり聞かない

ですね。 

事務局  ： 道路は道路の整備協議がございますけれども、整備するときには当然景観に配慮した

もの、特に駅周辺であれば街並みに調和したものという形に、今、３・４・１０号線な

んかもガードバイプだとか街路灯だとかというものもデザイン的なもので取り組んで

おりますので、そういったものは当然整備するときには景観に配慮したという形で道路

についても考えております。 

齋藤委員 ： わかりました。 

福井会長 ： ほかにいかがでしょうか。 

大木委員 ： 景観の中で私も市民の景観意識みたいなものはかなり重要だと思っているんですけれ

ども、結局事業者に対しては我々のような審議会よりも周りの市民のほうが力は当然強

いので、市民の方の意識をどれだけ高めるかというのがよい景観をつくることに直結す

ると思います。景観は文化だと思っていて、文化を熟成していくというつもりで、ただ

意見を聞くとか声が挙がるのを待つだけじゃなくて、景観文化としてその計画をつくっ

た後も続いていけるような、１つのスタートのきっかけとして改定作業をしていけると

よいかなというか、そうしないといけないのではないかなというぐらいの想いを個人的

には思っています。ですから、非常に景観教育、行政としては大事だと思いますので、

市としては計画をつくるのは大事なんでしょうけど、市民の景観文化を熟成していくた

め土台を計画づくりを通してつくっていくというぐらいの感じで検討していただきた

いと思います。 

福井会長 ： ありがとうございます。おっしゃるとおりだと思います。ちょっとつけ加えて景観教

育というのは単にこちらからの広報というか、知らせてわかってくださいねということ

以外にも、例えば小中学校の教育との連携で、ここに住み続ける市民を長い目で育てる
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ということも含めて入っていますので、そういった観点もぜひ入れていただいて、都市

計画部局だけじゃなくて教育委員会とも連携してやっていただきたいと思ってます。 

 来年度する調査に関する動向とか質問とか含めて、今のタイミングならきっと反映で

きますけど、いかがですか。 

西村委員 ： 目指すまちの姿というものの１番って住んでいる人が気持ちよいものですか、それと

も競争力のあるまちなんですか。どっちなんだろう。 

福井会長 ： 大事な点ですね。市として現状について何か伺えますか。 

事務局  ： 計画の位置づけのところの記載ですか。都市計画マスタープランの言葉を引用させて

いただいているんですけれども、現状だとやはり基本計画の上位計画、都市計画マスタ

ープランになりますので、現状は今改定作業を進めておりますが、現行の計画の中では

やはり自然であったり生活産業であったり交通、街並みといったもので目指すまちの姿

をマスタープランで挙げておりますので、そういったものを景観の面でどのような形で

位置づけしていくのかといったところをこの改定の中で取り組んでいければと考えて

おります。ここの部分の記載を指している記載にはなります。 

西村委員 ： まちの方針はどっちなのかなと。 

福井会長 ： 確かに上位計画があってそれに従ってこういうまちを目指すという話もあるんですけ

れども、やはり最近話題に上るような自治体さんでいうと、都市としての戦略がきちん

としていて、例えば流山市とか「母になるなら流山」という言葉があったりして、そう

いうプランニングがきちんとしている感じがするんですよね。もちろん国立というのは

昔から景観を大事にしてきていて、大学通りもわかりやすいのですが、それをまだちょ

っと市として活かし切れていないところが外から見ていて少し感じます。 

西村委員 ： 何のために景観を大事にしているのか。 

事務局  ： 今回の改定においては具体的なこういったまちを目指していくかというところは、今

後検討していきたいので差し控えさせていただきますけれども、１つ言えることとしま

しては、やはりまちづくり条例が昨年できましたといったところが、今回改定を行う前

段としては大きなきっかけとなっているのかなと感じています。意味合いとしましては、

やはり国立の景観といえば、建築物の高さという形で連想されるケースが多くあるんで

すけれども、この景観といったものはそういったものだけではないということがありま

すので、まちづくり条例の中で容積率４００％以上以外のところについては、高さの基

準といったものを定めましたので、高さの市の考え方としては一定の整理がついたとい

うところがありますので、今度は景観といった観点でどのような形、どのようなまちを

目指していくかといったことを改定において明確にしていければと考えております。 

福井会長 ： 今のご意見はとても大事な話なので、市民アンケートでこうでした、ここはこうです

というだけにしてしまわずに、それを踏まえてこの審議会もそうですけれども、国立市

をどうやって戦略的に価値を高めていくのかということは、事務局としても考えていた

だきたいですし、我々としても議論したいと思っていますのでよろしくお願いします。 

 ほかにいかがでしょうか。 

大木委員 ： それと関連するかもしれないんですけど、景観形成基本計画が２０年改定されていな

いという話があって、それと都市景観形成重点地区の候補はあるけど、指定はできてい
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ない。その辺がどういうところに起因しているかというのは、まずちゃんと踏まえない

といけないかなと思っているんですけれども、市としてはどういうふうに考えています

か。 

事務局  ： 非常にやはり２０年以上改定、見直し等もできてこなかったといったところが非常に

重く受けとめてまして、それがなぜかといいますと、やはり国立市といえば市民の景観

意識が高いというところがありまして、その中で基本計画が策定されまして、市として

景観について事業者等に指導等を行ってきたわけですが、なかなか内容について市でこ

のような先ほども話が出ましたけれども、このようなまちを目指していきたいので、こ

のような景観にしていきたいといったところの議論がなかなか進んでいなかったとこ

ろが課題としては見られます。そのためなかなかどんどん年数はたっているのにそうい

ったものが手がつけられなかったという形でして、現在もそういう形になっています。 

 あとこれは結構いろいろな方からご意見をいただくんですが、なかなか現行の基本計

画も平成８年につくったものではありますが、よくできたものであるといったところは

市民の方とか外部の方からもご意見としては伺っていますので、非常によくできたもの

について改定していくというところがハードルとして高いといった部分もあったのか

と思います。 

大木委員 ： 時間の流れとか社会状況は変わっていく、そういう中でどうフィットしていくかとい

うのをまず考えなきゃいけないと思いますし、あとはわかりやすさだと思うんです。文

章としてはきれいだけど、結局よくわからないというものを改定してもあまり意味がな

いかなと思いますので、その辺はよく検討していただければと思います。 

福井会長 ： ありがとうございました。計画は２０年改定されていないけれども、運用については

チェックはされていますか。 

事務局  ： そうですね、内容のほうを事務局のほうでその内容を解釈して、こういった形で指導

していったところはやってきております。運用の中で指導してきたところではあります。 

福井会長 ： それがもう少し見える形になっていると、改定するときにもわかりやすくなると思い

ます。それもぜひご検討いただければと思います。 

 ほかにいかがでしょうか。 

北島委員 ： 都市計画マスタープランが新しく改定ですか、改正されるということで、ちょっと市

報にも若干載っていたんですけれども、この景観形成基本計画というのはそれにあわせ

て現実にあわせて若干、中身が出てないから見えないんですけど、変えていきましょう

という話なんですね。 

事務局  ： そうですね、都市計画マスタープランが改定されましたら、その内容も踏まえて今回

改正していく形になります。 

北島委員 ： ほかの計画もそういうふうに改定をなさるんですか。これは景観の話をメーンにして

いるんですけど、もし他のところでいろいろな計画なり基準になるかと思うんですけれ

ども、そこの部分に関して現実、２０年、３０年たったところで建物も古くなる、それ

が景観的にいいのかどうかというところも踏まえて、建物だけじゃないですけれども、

道路なんかもそうですけれども、ほかの計画についてもこれはちょっとここの会議で話

すことではないのかもしれませんけれども、整合性を持たせたような、先ほどおっしゃ
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った地区地区での個性を持たせた景観を重視するような形でやったりとか、そういうふ

うな方向性を持たせる。マスタープランについて基本、土台がそれだから各計画もそれ

にあわせて持っていこうというような考え方はあるんでしょうか。 

事務局  ： １つには個別計画の中で期間が１０年とか１５年とか定められているものもあります

ので、それを原則その期間の中で年度にあわせて今後修正していくということで進めて

きております。その景観計画をつくった当時は期間を定めるという認識がそれほどなか

ったということが１つあろうかと思います。現在一番上位になりますのは市の総合基本

計画でこれが１２年間で総合計画となったので、今回の都市計画マスタープランのほう

も一番上位の総合基本計画にあわせる計画期間という形で、平成３９年という期間で改

定を進めるという形になります。したがって、今後都市計画マスタープランは総合基本

計画にリンクした中で進めるということになります。 

 こちらの本日の資料の中の２ページのところにありますけれども、景観計画について

は上位計画である都市計画マスタープランないしは市の総合基本計画になりますので、

これらの計画期間の見直しにあわせて、定期的に見直しを行っていくという形で見直し

の目安を定めたという形で考えを整理していくという考え方になります。ただし、それ

以外の個別計画は策定時期がばらばらになっていますので、おのおのがいつ計画が満了

して、その時点で最終の上位計画を導入しながら見直していくというのが、今行政が進

めていると考えております。 

北島委員 ： ありがとうございます。 

福井会長 ： 上位計画が変わると順次変わるんですけど、それと直接関係のない横並びの計画が全

然お互い見てないところがあるので、ぜひ確認をしていただければと思っております。 

 ほかにいかがでしょうか。 

観音委員 ： この４番の現状における課題及び対応を加味して計画を見直していくということです

ね。 

事務局  ： そうですね、改定におけるポイントとして捉えていただければと考えております。今

後、来年度特に市民の皆様の景観の意識を把握させていただいて、どのような改定を目

指していくのか、構成を検討していくんですけれども、市としてどのようなこの項目を

引き上げていくかといったところを示す必要があるかなというところがありますので、

このような形で示していただければと思います。 

観音委員 ： １つの例かもしれませんけれども、３、４、５共通するものが、例えば「旧国立駅舎

の景観的なシンボル性を活かし、他駅にはない国立というまちの景観的価値を創出して

いくために」と書いて、非常に美しい言葉で書いてあるんですが、これはなかなか難し

い、言葉では例えば両脇に高い建物を建てるとシンボル性は相対的になくなっちゃいま

すね。そういうことをどうやって防いでいくのかという答えがわからない。 

事務局  ： そうですね、今のお話ですと１番が大きくかかわってくるのかなと思っていますが、

旧国立駅舎をとってみても点的景観ですね。景観資源といったものの位置づけを再度定

義して示していきますが、それらだけではなくてそれら周辺を伴って景観資源がどのよ

うな景観を生み出していくかというようなところもある程度記載した中で、どのような

形で保全していくのかといったところを示していければと思います。なので点的景観だ
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けではなくて取り巻くものやこういった景観が形成されているので、それをどのような

形で表現していくのかといったところを方針として検討していきたいと思っています。 

福井会長 ： おそらくは来年度アンケートで市民の意見を踏まえて計画ができた後に、その具体的

な実現策を検討するという段階になって、必要があれば地区計画をつくってという話に

なると思います。そういうことも視野に入れつつも、ここではそこまでは書けないとい

うことですね。 

事務局  ： そうですね、はい。 

福井会長 ： その前提となるような方針についてまで書くということだと。 

事務局  ： 考え方として示させていただくということになります。 

観音委員 ： 景観の保全と私有財産の問題というのはかなりバッティングしますよね。その辺をど

うやって整合性を図るのか。 

事務局  ： ３番の重点地区の指定というのは、あくまでも民有地に制限されますので、そこの方々

を結局合意が地区計画とほぼ一緒の手続きで、条例に基づく景観に関する地区計画とな

りますので。 

観音委員 ： 契約している。 

事務局  ： 当然その合意が得られないのでこれまで駅前の商業地区のほうが重点地区になってい

ないと、そこの部分がございますので、その辺再度市のほうも積極的に関与する中で、

地権者の方々の合意が得られた中で、どういった制限をするかわからないですけれども、

地区計画ということになってきますので、一概に行政が考えたことがそのまま進められ

たということはもちろんハードルはあるという部分で、ただ、それがずっと行えてなか

ったので重点地区の指定に向けても取り組んでいきたいというところで考えています。 

福井会長 ： ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。 

桂委員 ： 言おうか言うまいか迷ったんですが、非常に読みづらい文章だなと思っているんですが、

行政の方が書くとどうしても文言が曖昧になってしまって検討する、検討すると書いて

あるので、その中で今出ていた国立の駅舎の件の重点地区の指定というのは、これはお

そらくやっていかなきゃいけないことではあるし、当然その商業者の方々の合意も得な

きゃいけないこともあり、もう１つ時間軸との兼ね合いがあるんですね。その時間

軸、５年ごとに点検・評価とあるんですけど、そういった計画に対しての時間軸の設定

みたいな具体性が、全てもちろんできるわけではないとは思うんですが、こういった案

件はある種非常に重要になってくるんです。その辺はどうなんでしょうか。 

事務局  ： 重点地区の候補地の重点地区への指定といったところにつきましては、重点地区を指

定していくに当たりましては、その候補地となっている部分の関係権利者の方で協議会

を設立していただいて、その中で話していただいて指定していくという形になりますの

で、改定の作業とは別枠で、一定程度の期間がかかるとは思っております。なのでなか

なか改定作業にあわせて指定していくというのが非常に難しいのかなと、タイムスケジ

ュール的には難しいかなと思っています。理想的なのは改定において重点地区として指

定するのは一番理想的ではあると思うんですが。 

桂委員 ： 改定の時期で重点地区の指定はできないにしても、ある一定期間の中では強く推進して

いく的な文言とか合意が得られるように、指定は３年後でいいんですけど、そのタイミ
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ングでやるというのは難しいのは当然なんですが、行政の意思みたいなものを何となく

出したほうが、景観計画は市の方向性がはっきりしていないままにやっていくよりは、

そういったところに特に駅舎のことからいえば、かなりの市民がそれにオーソライズで

きる内容だと思うんです。であるならば、そこにもう少し強い意思を持ってやっていた

だいてもよいのではないかなと思います。 

事務局  ： そうですね、この市の体制づくりで。 

桂委員 ： それは１つは時間軸なんです。いつかやりますというのはやらないに等しいです。 

事務局  ： 積極的に進めていかなければいけないという認識ですので、今回の改定の中でそうい

った文言といったものも記載方法はまた検討させていただきますが、乗り越えていかな

ければいけないのかなと考えております。また、上位計画の総合基本計画においても重

点地区の指定といったことが目標値で挙げられていますので、改定においてもそういっ

たところを積極的に進めていくといったことに触れておかなければいけないのかなと

考えております。 

事務局  ： 今の重点地区の候補地のものに関しては、個別に市の基本方針は平成９年に基本計画

のこの後にできておりまして、この中でいろいろ配慮しましょうということは出してあ

りますが、それに対して数値的なものですとか色の具体的なトーンに関しては、そこの

権利者の方々と協議会の中で決めていく形になりますので、とりあえず市の行政の思い

は一応ここでできているということでご理解いただければと思います。それを決めてい

こうとすると協議会という権利者の方々の組織の中で、皆さんと合意ができるものを進

めていく形になりますので、そのことはもともと考え方の中で滞ったという部分がござ

いますので、それを当然進めていくんですけれども。 

桂委員 ： いや、申し上げようと思ったのは皆さん商売されていますし、建築行為、経済行為です

から、待っていたらできないですし、せっかくつくったんだけど、大方建てかわってし

まって、次が２０年後になったらこれはもう全然計画にはないわけです。また２０年計

画期間がそのままにするとなっちゃうので、そういう地元の動きを市としてキャッチし

ていって、ここまでにつくらないとだめだみたいなそういう感じがあればいいんですけ

ど、それがないとしばらくやってないんでやりましたという程度の計画になっちゃうの

で、そこはまずいですよねというご指摘じゃないかと私は思ったんです。それはぜひき

ちんと地元に入っていただいて、ここを文面にしないとあれが建ってしまう、あれが建

てかわるとかそういう実現性を高めるような情報収集とスケジューリングをしていた

だきたいなと思います。 

事務局  ： 先ほど参事が説明した基本方針というのが現行の基本計画策定後につくられたもので

して、今回基本計画の中に盛り込むといった作業も伴いますので、その際に候補地とな

っている関係権利者の方々と一度話をさせていただきますので、そういったものが契機

となって、その後改定の重点地区への指定に向けてできればとは思っています。 

桂委員 ： もう１点だけ、直接関係ないんですけど、商工会ですので商工会はもちろん地域の産業

振興ということに非常に重きを置いていて、先ほどの私有財産にかかわる問題で、選択

と集中だと思うんですよ。国立市としてどこに何を選択をして、まちのバリューを上げ

ていくということをきちんと伝えられるかどうかというところにかかっていると思う
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んですよ。だから、ぜひ確かに地権者として集まって、ああだ、こうだといったって、

そう簡単にはうまくいくわけないんで、先ほど言った行政としての強い意思をそこでご

提示いただきたいなと思います。 

福井会長 ： 難しい課題です。それがないとまちづくりはできないです。 

 ほかにいかがでしょうか。西村委員が先ほど手を挙げていらっしゃいました。 

西村委員 ： 改定の体制とかつくるんであれば、言うことをやって何がよくなったのかという評価

のほうを先に定めたほうがいいんじゃないかと。結局やるだけになってしまっていけま

せんので。 

福井会長 ： 何がよくなったのかどうかをきちんとあらかじめ定めておくということですね。 

西村委員 ： どういう評価方法をとるのかというのを先に検討しておくべきじゃないかと。 

観音委員 ： こういうディスカッションは非常にいいんですが、そうこうしているうちに、景観保

全に反するような開発なり建設がどんどん先に進められたら、どうやってそれに歯どめ

をかける。だから、焦眉の急ということがいっぱいあるんじゃないかと思うんですね。

その辺をこれ検討して、それを成文化させるのに３年もかかっていたら、おそらくその

うちできるものはできちゃう。だから、あんまりのんびりしてられない。 

福井会長 ： おっしゃるとおりです。その辺は情報収集とコントロールしていただきたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

 よろしいでしょうか。 

 大分たくさんのご意見をいただきましたけれども、宿題もたくさんありますので、そ

の辺よろしくお願いいたします。 

 事務局より報告事項があると思いますので、よろしくお願いいたします。 

事務局  ： まず、今年度の開発事業の手続き案件について情報提供させていただければと思いま

す。当日資料３をお開きください。今年度の開発事業の一覧表になりますが、今年度は

非常に案件数が少なくて、現在までに１３件手続きをしております。また、今年度にお

きましては本審議会に諮問させていただくような大規模なものについては、現状は手続

きを開始しておりません。 

 また、今後の審議会の日程について説明させていただきます。メール等で調整させて

いただきましたが、次回につきましては４月２０日の６時半から予定させていただいて

おります。現状としましては藤村学園の複合体育館について、まだ正式に相談はないの

ですが、前回の審議会のご意見を踏まえまして、市から指導をしまして、その内容を踏

まえて再検討しているというところになります。４月に間に合いましたら近隣説明会等

も実施した後にはなりますが、再度ご審議していただければと考えております。その際

はご出席のほどよろしくお願いします。 

 事務局からは以上です。 

福井会長 ： ありがとうございました。 

 議事としてはここまでですが、そのほか皆様から何かご意見ございますでしょうか。 

事務局  ： メール等の行き違いが何度かあるようで、すごくご迷惑をおかけしているんですけれ

ども。 

福井会長 ： 大丈夫でしょうか。もしそういったことがございましたら、また事務局のほうにお願
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いできればと思います。 

 では、議事は全て終了いたしましたので、これをもちまして閉会させていただきます。 

 本日はどうもありがとうございました。 

 

（午後８時０５分）以上 

 


